
家畜伝染病予防法施行規則の一部改正の概要について

平成２０年１１月

動 物 衛 生 課

１ 高病原性鳥インフルエンザについては、全世界的にその発生が

拡大している中、高病原性鳥インフルエンザウイルスが渡り鳥に

よって国内に持ち込まれ、我が国において高病原性鳥インフルエ

ンザが発生するリスクはかつてなく高まっている。

国内においても、平成16年に、79年ぶりに発生して以降、高病

、 、原性鳥インフルエンザの発生が相次いでいることを踏まえ きじ

（ 「 」だちょう及びほろほろ鳥を家畜伝染病予防法施行令 以下 政令

という ）第１条の高病原性鳥インフルエンザの対象家畜に追加。

し、所要の防疫措置を講ずることができるようにすることとして

いる。

２ 政令第１条に追加される家畜であって、現在、家畜伝染病予防

法施行規則第４５条において、輸出入検疫の対象となる指定検疫

物に指定されていないきじ及びほろほろ鳥については、国内防疫

措置に遺漏のないよう、網羅的に指定することとし、きじ及びほ

ろほろ鳥並びにそれらの卵、肉、羽毛等を新たに指定検疫物に追

加することとする。
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家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文
（
抄
）

〇

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
指
定
検
疫
物
）

（
指
定
検
疫
物
）

第
四
十
五
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
指
定
検
疫
物
は
、
次
の
と
お
り
と
す

第
四
十
五
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
指
定
検
疫
物
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

る
。

一

次
に
掲
げ
る
動
物
及
び
そ
の
死
体

一

次
に
掲
げ
る
動
物
及
び
そ
の
死
体

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

鶏
、
う
ず
ら
、
き
じ
、
だ
ち
よ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及
び
七
面
鳥
並
び

ロ

鶏
、
う
ず
ら
、
だ
ち
よ
う
及
び
七
面
鳥
並
び
に
あ
ひ
る
、
が
ち
よ
う

に
あ
ひ
る
、
が
ち
よ
う
そ
の
他
の
か
も
目
の
鳥
類
（
以
下
「
か
も
類
」

そ
の
他
の
か
も
目
の
鳥
類
（
以
下
「
か
も
類
」
と
い
う
。
）
（
こ
れ
ら

と
い
う
。
）
（
こ
れ
ら
の
初
生
ひ
な
で
あ
つ
て
、
農
林
水
産
大
臣
が
定

の
初
生
ひ
な
で
あ
つ
て
、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
要
件
に
該
当
し
、

め
る
要
件
に
該
当
し
、
か
つ
、
家
畜
防
疫
官
の
指
示
に
従
い
そ
の
輸
入

か
つ
、
家
畜
防
疫
官
の
指
示
に
従
い
そ
の
輸
入
に
係
る
港
又
は
飛
行
場

に
係
る
港
又
は
飛
行
場
の
区
域
外
に
移
動
し
な
い
で
そ
の
ま
ま
輸
出
さ

の
区
域
外
に
移
動
し
な
い
で
そ
の
ま
ま
輸
出
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

れ
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ
～
ホ

（
略
）

ハ
～
ホ

（
略
）

二

鶏
、
う
ず
ら
、
き
じ
、
だ
ち
よ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
、
七
面
鳥
及
び
か
も

二

鶏
、
う
ず
ら
、
だ
ち
よ
う
、
七
面
鳥
及
び
か
も
類
の
卵

類
の
卵

三
～
八

（
略
）

三
～
八

（
略
）

（
動
物
の
輸
入
に
関
す
る
届
出
）

（
動
物
の
輸
入
に
関
す
る
届
出
）

第
四
十
七
条
の
二

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
指
定
検
疫
物
た
る
動
物
で

第
四
十
七
条
の
二

法
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
指
定
検
疫
物
た
る
動
物
で

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

鶏
、
う
ず
ら
、
き
じ
、
だ
ち
よ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
、
七
面
鳥
及
び
か
も

二

鶏
、
う
ず
ら
、
だ
ち
よ
う
、
七
面
鳥
及
び
か
も
類
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類
三

（
略
）

三

（
略
）

（
検
査
の
た
め
の
係
留
期
間
）

（
検
査
の
た
め
の
係
留
期
間
）

第
五
十
条

法
第
四
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
法
第
四
十
五
条
の
検

第
五
十
条

法
第
四
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
法
第
四
十
五
条
の
検

査
は
、
係
留
し
て
行
う
も
の
と
し
、
係
留
期
間
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

査
は
、
係
留
し
て
行
う
も
の
と
し
、
係
留
期
間
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
動
物
の
種
類
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

る
動
物
の
種
類
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
輸
出
の
場
合
に
お
け
る
係
留
期
間
に
つ
い
て
、
輸
入
国
政
府
が
そ

た
だ
し
、
輸
出
の
場
合
に
お
け
る
係
留
期
間
に
つ
い
て
、
輸
入
国
政
府
が
そ

の
輸
入
に
当
た
り
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
を
超
え
る
係
留
期
間
を

の
輸
入
に
当
た
り
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
を
超
え
る
係
留
期
間
を

必
要
と
し
て
い
る
動
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
必
要
と
し
て
い
る
係
留
期
間
と

必
要
と
し
て
い
る
動
物
に
あ
つ
て
は
、
当
該
必
要
と
し
て
い
る
係
留
期
間
と

す
る
。

す
る
。

動
物
の
種
類

輸
入
又
は
輸
出
の
際
の
係
留
期
間

動
物
の
種
類

輸
入
又
は
輸
出
の
際
の
係
留
期
間

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三

鶏
、
う
ず
ら
、
き
じ

十
日
（
初
生
ひ
な
の
輸
入
の
場
合
は
十

三

鶏
、
う
ず
ら
、
だ
ち

十
日
（
初
生
ひ
な
の
輸
入
の
場
合
は
十

、
だ
ち
よ
う
、
ほ
ろ
ほ

四
日
、
輸
出
の
場
合
は
二
日
）

よ
う
、
七
面
鳥
及
び
か

四
日
、
輸
出
の
場
合
は
二
日
）

ろ
鳥
、
七
面
鳥
及
び
か

も
類

も
類

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）
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○

改
正
後
の
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
五
号
）
（
抄
）
【
傍
線
の
部
分
が
改
正
部
分
】

（
政
令
で
定
め
る
そ
の
他
の
家
畜
）

第
一
条

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
そ
の
他
の
家
畜
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
伝
染
性
疾
病
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
家
畜
と
す
る
。

伝
染
性
疾
病

家
畜

牛
疫

水
牛
、
し
か
、
い
の
し
し

牛
肺
疫

水
牛
、
し
か

口
蹄
疫

水
牛
、
し
か
、
い
の
し
し

て
い

流
行
性
脳
炎

水
牛
、
し
か
、
い
の
し
し

狂
犬
病

水
牛
、
し
か
、
い
の
し
し

水
胞
性
口
炎

水
牛
、
し
か
、
い
の
し
し

リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱

水
牛
、
し
か

炭
疽

水
牛
、
し
か
、
い
の
し
し

そ

出
血
性
敗
血
症

水
牛
、
し
か
、
い
の
し
し

ブ
ル
セ
ラ
病

水
牛
、
し
か
、
い
の
し
し

結
核
病

水
牛
、
し
か

ヨ
ー
ネ
病

水
牛
、
し
か

ピ
ロ
プ
ラ
ズ
マ
病
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
病
原
体
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

水
牛
、
し
か

ア
ナ
プ
ラ
ズ
マ
病
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
病
原
体
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

水
牛
、
し
か
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伝
達
性
海
綿
状
脳
症

水
牛
、
し
か

豚
コ
レ
ラ

い
の
し
し

ア
フ
リ
カ
豚
コ
レ
ラ

い
の
し
し

豚
水
胞
病

い
の
し
し

家
き
ん
コ
レ
ラ

七
面
鳥

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

き
じ
、
だ
ち
よ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
、
七
面
鳥

ニ
ユ
ー
カ
ツ
ス
ル
病

七
面
鳥

家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
病
原
体
に
よ
る
も
の
に

七
面
鳥

限
る
。
以
下
同
じ
。
）
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○

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
（
抄
）

（
指
定
検
疫
物
）

第
四
十
五
条

法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
指
定
検
疫
物
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
動
物
及
び
そ
の
死
体

イ

偶
蹄
類
の
動
物
及
び
馬

ロ

鶏
、
う
ず
ら
、
だ
ち
よ
う
及
び
七
面
鳥
並
び
に
あ
ひ
る
、
が
ち
よ
う
そ
の
他
の
か
も
目
の
鳥
類
（
以
下
「
か
も
類
」
と
い
う
。
）
（
こ
れ
ら
の
初
生
ひ
な
で
あ
つ
て

、
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
要
件
に
該
当
し
、
か
つ
、
家
畜
防
疫
官
の
指
示
に
従
い
そ
の
輸
入
に
係
る
港
又
は
飛
行
場
の
区
域
外
に
移
動
し
な
い
で
そ
の
ま
ま
輸
出
さ

れ
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ

犬
（
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
要
件
に
該
当
し
、
か
つ
、
家
畜
防
疫
官
の
指
示
に
従
い
そ
の
輸
入
に
係
る
港
又
は
飛
行
場
の
区
域
外
に
移
動
し
な
い
で
そ
の
ま
ま
輸

出
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

ニ

兎
（
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
要
件
に
該
当
し
、
か
つ
、
家
畜
防
疫
官
の
指
示
に
従
い
そ
の
輸
入
に
係
る
港
又
は
飛
行
場
の
区
域
外
に
移
動
し
な
い
で
そ
の
ま
ま
輸

出
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

ホ

み
つ
ば
ち
（
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
要
件
に
該
当
し
、
か
つ
、
家
畜
防
疫
官
の
指
示
に
従
い
そ
の
輸
入
に
係
る
港
又
は
飛
行
場
の
区
域
外
に
移
動
し
な
い
で
そ
の

ま
ま
輸
出
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）

二

鶏
、
う
ず
ら
、
だ
ち
よ
う
、
七
面
鳥
及
び
か
も
類
の
卵

三

第
一
号
の
動
物
の
骨
、
肉
、
脂
肪
、
血
液
、
皮
、
毛
、
羽
、
角
、
蹄
て
い
、
腱
け
ん
及
び
臓
器

四

第
一
号
の
動
物
の
生
乳
、
精
液
、
受
精
卵
、
未
受
精
卵
、
ふ
ん
及
び
尿

五

第
一
号
の
動
物
の
骨
粉
、
肉
粉
、
肉
骨
粉
、
血
粉
、
皮
粉
、
羽
粉
、
蹄
て
い
角
粉
及
び
臓
器
粉

六

第
三
号
の
物
を
原
料
と
す
る
ソ
ー
セ
ー
ジ
、
ハ
ム
及
び
ベ
ー
コ
ン

七

第
四
十
三
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
域
（
そ
の
地
域
に
属
す
る
諸
島
を
含
む
。
）
か
ら
発
送
さ
れ
、
又
は
こ
れ
ら
の
地
域
を
経
由
し
た
穀
物
の
わ
ら
（
飼
料
用
以
外

の
用
途
に
供
す
る
た
め
に
加
工
し
、
又
は
調
製
し
た
も
の
を
除
く
。
）
及
び
飼
料
用
の
乾
草

八

法
第
三
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
許
可
を
受
け
て
輸
入
す
る
物

○

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
（
抄
）

（
輸
入
の
た
め
の
検
査
証
明
書
の
添
付
）

第
三
十
七
条

次
に
掲
げ
る
物
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
検
疫
物
」
と
い
う
。
）
は
、
輸
出
国
の
政
府
機
関
に
よ
り
発
行
さ
れ
、
か
つ
、
そ

の
検
疫
の
結
果
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
を
ひ
ろ
げ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
確
か
め
、
又
は
信
ず
る
旨
を
記
載
し
た
検
査
証
明
書
又
は
そ
の
写
し
を
添
付
し
て
あ
る
も
の
で

な
け
れ
ば
、
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

動
物
、
そ
の
死
体
又
は
骨
肉
卵
皮
毛
類
及
び
こ
れ
ら
の
容
器
包
装

二

穀
物
の
わ
ら
（
飼
料
用
以
外
の
用
途
に
供
す
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
飼
料
用
の
乾
草

三

前
二
号
に
掲
げ
る
物
を
除
き
、
監
視
伝
染
病
の
病
原
体
を
ひ
ろ
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
敷
料
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
物

２

（
略
）



綱 目 科 家畜和名
国内防疫

(法律及び政
令で規定)

輸入検疫
(施行規則で

規定)

あひる ○ ○

がちょう ○

その他のガンカモ目 ○

うずら ○ ○

鶏 ○ ○

七面鳥 ○ ○

キジ ● ●

ホロホロチョウ ● ●

その他のキジ目 ※

ダチョウ目 ダチョウ科 ダチョウ ● ○

●　今回追加される鳥類
※　厚生労働省 検疫所で実施している動物の輸入届出制度の対象（生体のみ）

家畜伝染病予防法上対象とする鳥類の分類

鳥網

ガンカモ目
ガンカモ科

キジ目
キジ科



 

鳥類（生体）に対する輸入時の措置について 

現 

行 

改
正
後 

鶏、あひる、 
七面鳥、うずら、

がちょう、だち

ょう、かも、き

じ、ほろほろ鳥 

必要事項

が記載さ

れた輸出

国政府発

行の健康

証明書 
その他の鳥類 

係
留
検
査

解

放

その他の鳥類 

HPAI 清浄国 

HPAI 発生国 

輸
入
届

輸出検疫

検査 

輸出前 
隔離

鶏、あひる、 
七面鳥、うずら、

がちょう、だち

ょう、かも、き

じ、ほろほろ鳥 

輸入停止 

受

理

日 本 

輸入禁止 

鶏、あひる、 
七面鳥、うずら、

がちょう、だち

ょう、かも 

必要事項

が記載さ

れた輸出

国政府発

行の健康

証明書 
その他の鳥類 
(きじ、ほろほろ鳥) 

係
留
検
査 

解 
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